
【資料２-２】 

２．路線・停留所の廃止及び停留所の追加について（松橋線（県道経由）、種山線（市役所発着）、新八代駅線）【案】 

 

 

①路線（運行ルート）の変更（案）                                    ②停留所の変更（案） 
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（変更後のルート） 
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＜変更内容＞ 

①路線（運行ルート）の変更 

・大村橋交差点の合流が危険なため、上下線の運行ルートを統合するもの。 

 

②停留所の変更 

・①路線（運行ルート）の変更に伴い、上り線の乗降場所を A「横手（毘舎丸町）」

から B「毘舎丸町」（今回追加設置）に、C「八代たばこ産業前」（市道）を D「八

代たばこ産業前」（県道）にそれぞれ変更するもの。 

（停留所配置図） 
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